
屋外広告物の防火対策をお願いします
令和7年8月18日に大阪市で発生したビル火災では、事故調査の結果、外壁に設置された

屋外広告物が不燃材料でなかったことが、急速な延焼拡大の要因の一つとして指摘されてい
ます。

同様の事故を未然に防ぐために、屋
外広告物を不燃材料で造ることや、不
燃材料で覆うことなどの防火対策への
取組に御協力をお願いします。

※なお、防火地域内にある看板、広告塔、
装飾塔その他これらに類する工作物で、建築
物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超える
ものは、その主要な部分を不燃材料で造り、
又は覆わなければならないことが建築基準法
第64条に定められています。

※高さ4mを超える場合は、建築確認申請が
必要です。

防火対策

防火地域の確認について

各市町村のHPより御確認ください。

➤都市計画図URL一覧
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tosikei/
01_tosikei-gaiyou/kityou3.html

不燃材料の確認について

国土交通省HPより御確認ください。

➤建築基準法に基づく構造方法等の
認定・特殊構造方法等の認定
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/j
utakukentiku_house_tk_000042.html

宮城県土木部都市計画課

令和8年4月

※令和8年4月現在、
宮城県内は仙台市と
気仙沼市で防火地域
が指定されています。

お問い合わせ先は次のページを御覧ください

壁面広告、
建植看板等

屋上広告物

窓

壁面に設置する場
合は窓等を塞がな
いようにする。



屋外広告物の表示（設置）に関するお問い合わせ先

建築確認に関するお問い合わせ

広告物を表示しようとする場所 問い合わせ先 住所及び電話番号

白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、
村田町、柴田町、川崎町、丸森町

大河原土木事務所（行政班）
〒989-1243
大河原町字南129番1号
電話：0224-53-3903（直通）

塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理町、
山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大郷町、大衡村

仙台土木事務所（行政第一班）
〒983-0836
仙台市宮城野区幸町四丁目1番2号
電話：022-297-4117（直通）

大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町 北部土木事務所（行政班）
〒989-6117
大崎市古川旭四丁目1番1号
電話0229-91-0732（直通）

登米市 東部土木事務所登米地域事務所（行政班）
〒987-0511
登米市迫町佐沼字西佐沼150番5号
電話：0220-22-2494（直）

石巻市、女川町 東部土木事務所（行政班）
〒986-0850
石巻市あゆみ野五丁目7番
電話：0225-94-8692（直通）

気仙沼市、南三陸町 気仙沼土木事務所（行政班）
〒988-0181
気仙沼市赤岩杉ノ沢47番6号
電話：0226-24-2539（直通）

大和町 大和町都市建設課
〒981-3680
黒川郡大和町吉岡字西桧木1番1号
電話：022-345-7504（直通）

栗原市 栗原市建設部建設課
〒987-2293
栗原市築館薬師一丁目7番1号
電話：0228-22-1152（直通）

東松島市 東松島市建設部建設課
〒981-0303
東松島市小野字新宮前5番地
電話：0225-82-1111（代表）

制度全般（仙台市除く） 宮城県土木部都市計画課行政班
〒980-8570
仙台市青葉区本町三丁目8番1号
電話：022-211-3132（直通）

※仙台市の区域は、仙台市屋外広告物条例が適用になります。

建築地（管轄範囲） 問い合わせ先 住所及び電話番号

白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、
大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町

大河原土木事務所建築班
〒989-1243
柴田郡大河原町字南129番1号
電話：0224-53-3918（直通）

名取市、岩沼市、多賀城市、富谷市、亘理町、
山元町、大和町、大郷町、大衡村、松島町、

七ヶ浜町、利府町
仙台土木事務所建築班

〒983-0836
仙台市宮城野区幸町四丁目1番2号
電話：022-297-4347（直通）

栗原市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町 北部土木事務所建築班
〒989-6117
大崎市古川旭四丁目1番1号
電話：0229-91-0737（直通）

登米市、東松島市、女川町 東部土木事務所建築班
〒986-0850
石巻市あゆみ野五丁目7番
電話：0225-94-8691（直通）

気仙沼市、南三陸町 気仙沼土木事務所建築班
〒988-0181
気仙沼市赤岩杉ノ沢47番6号
電話：0226-24-2538（直通）

塩竃市 産業建設部まちづくり・建築課
〒985-0052
塩竈市本町1番1号
電話：022-364-1126（直通）

石巻市 建設部建築指導課
〒986-8501
石巻市穀町14番1号
電話：0225-95-1111（代表）

大崎市 建設部建築指導課
〒989-6188
大崎市古川七日町1番1号
電話：0229-23-8057（直通）

建築基準法に関するお問い合わせ先
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